
 
 社会福祉法人柏友会 行動計画 
  

職員が仕事と子育てを両立できることができ、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、

次のように行動計画を策定する。 
  
１．計画期間  令和５年３月１日 ～ 令和７年２月２８日 
  
２．内  容  ・子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活の両立を支援するための  
       雇用環境の整備  
      ・ワークライフバランスの一環としての有給休暇の取得率向上  

・次世代育成支援対策としての雇用環境の整備  
 

 

 
 
目標 ・子どもを育てる労働者が利用できる企業主導型保育事業所の  

利用率を向上させる。  
・企業主導型保育事業所の保育料一部免除を行う。  
・産前産後休業や育児休業、育休中の社会保険料免除など制度の  

周知や情報提供を継続し利用率を向上させる。  
・インターンシップ受入を行い、職業訓練を推進する。  

 
    

対策  
●令和５年３月～ インターンシップ受入計画、企業主導型保育事業所の周知 
       ●令和５年５月～ 育児休業に関するパンフレットの配布、職員に制度の周知 

 

      ●令和５年８月～ 育児休業規程の周知、インターンシップ受入

 

 
 
    
 
 
 
 

１．計画期間： 　 年 4 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

２ ．当社の課題

３ ．目標

・

４．取組内容と実施時期

取組３： 有給休暇取得を推進する取組を実施する

● 令和    4年    4月～　計画的付与の取組を各事業所で行う

取組２： 長時間残業を削減するための意識啓発を行う

● 令和    4年    4月～　ノー残業デイの設置（毎週金曜日）をして、意識啓発を行う

● 令和    4年    4月～　産前産後休業、育児休業制度の周知、企業主導型保育事業所の利用促進

取組１： 妊娠中、産前・産後休業や育児休業復帰後の配慮や処遇に関して周知する

男女ともに平均勤続年数を10年以上にする

課題１： 男女の平均継続勤務年数の差異はないが、勤続年数自体は短い

社会福祉法人　柏友会

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

令和 4 令和 8


